
第１５章 警報設備の基準（危政令第２１条） 

 
警報設備の技術上の基準（危省令第３６条の２～第３８条） 

 

１ 警報設備の設置区分（危省令第３８条第 1 項） 

 
 

 

 

 

 



２ 警報設備の基準 

⑴ 消防機関に報知ができる電話は、危険物施設内になくても、同一敷地内のうち、速やかに

通報ができる位置にあることでよいものである。 

⑵ 自動火災報知設備を設けなければならない危険物施設（危省令第３８条第１項第１号）以

外の危険物施設で指定数量の倍数が１０以上のものに、危省令第３８条第２項の例により自

動火災報知設備を設けた場合は、危省令第３７条第２号から第５号までの警報設備を設けな

いことができる。 

３ 自動火災報知設備の基準 

危省令第３８条第２項の規定のほか次によること。（H1 危 24） 

⑴ 感知器等の設置は、施行規則第２３条第４項から第８項までの規定の例によること。 

⑵ ⑴のほか施行規則第２４条及び第２４条の２の規定の例によること。 


